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は じ め に 

スポーツは、体を動かすという人間の本源的な欲求に応え、精神的充足をもたらすもの

であります。スポーツ基本法においても、スポーツは、「世界共通の人類の文化」であり、

「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利」であるとされて

おり、スポーツを日常生活に位置付けることで、人生をより楽しく、健康的なものとする

ことができます。 

本県では、令和元年(2019 年)にアジア初となるラグビーワールドカップ 2019 が開催さ

れ、エコパスタジアムでの優勝候補アイルランドに対する日本の歴史的勝利が、

「SHIZUOKA SHOCK」として世界を駆け巡り、「SHIZUOKA」の国際的な存在感や「エコパ」

の知名度が飛躍的に向上しました。 

また、世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大により１年延期された東京 2020 オリ

ンピック・パラリンピックにおいては、本県はオリンピック自転車競技を有観客により開

催できたことで、数々の熱戦が多くの人々の目の前で繰り広げられ、大きな感動をもたら

しました。とりわけパラリンピックでは、競技開催期間の 12 日間全てにおいて本県ゆか

りの選手がメダルを獲得する快挙により、多種多様な障害者スポーツが高い関心を持って

受け入れられました。 

このたび改定した「静岡県スポーツ推進計画」では、このような大規模国際スポーツイ

ベントの成果を一過性のものとしないため、県民の皆様のかつてないスポーツへの関心の

高まりをレガシーとして継承し、「スポーツによる健康づくりの推進」、「スポーツ文化の

醸成とスポーツを通じた共生社会の実現」、「地域特性を活かしたスポーツによる地域と経

済の活性化」の３つの基本方針による「スポーツの聖地づくり」を基本理念とし、関係行

政機関やスポーツ団体等との連携を図りつつ、諸施策を推進していくことといたしました。 

結びに、本計画の策定に当たり、様々な視点から貴重な御意見を頂いた静岡県スポーツ

推進審議会の委員の皆様をはじめ、関係の皆様に心から感謝申し上げます。 

 

 

 

令和４年(2022年)3月 

         静岡県知事 

           川勝 平太 
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第１章 改定にあたって 
 

１ 計画改定の経緯 

本県では、2005（平成17）年３月に基本理念を「県民の健康で明るい生活を支えるスポーツ

の振興」とする「静岡県スポーツ振興基本計画」を策定しました。 

続いて2011（平成23）年３月には、「『ふじのくに』生涯スポーツ社会の実現」を基本理念と

し、概ね10年を見据えた新たな「静岡県スポーツ振興基本計画」を策定しました。 

なお、同年６月には、日本スポーツの根幹となっている、「スポーツ振興法」が改定され、

「スポーツ基本法」が制定されています。さらに、2012（平成24）年３月には、国において

「スポーツ基本法」に基づく「スポーツ基本計画」が策定されました。 

本県では、これらの動向を受け、2014（平成26）年７月に本県のスポーツ推進の基本的な方

向を示す「静岡県スポーツ推進計画」を策定しています。この計画の目標年次は、「スポーツ振

興基本計画」と同様に2020（平成32(令和２））年とし、2017（平成29）年頃に見直しを検討す

ることを規定しています。 

更に、2017（平成29）年３月には、文部科学省が2017（平成29）年度からの５年間で総合的

かつ計画的に取り組むべき施策を示した「第２期スポーツ基本計画」を発表しています。 

これを受け、本県では2018（平成30）年に、「スポーツの聖地づくり」を新たな理念とした、

「静岡県スポーツ推進計画」を改定しました。この計画は、「静岡県の新ビジョン 富国有徳の

美しい“ふじのくに”の人づくり・富づくり 基本構想」や国の「第２期スポーツ基本計画」

の目標年次である、2021（令和３）年度を目標年次としています。 

現在、国の「第３期スポーツ基本計画」の改定が進められており、併せて「静岡県スポーツ

推進計画」の計画期間が満了することを受け、基本理念を引き続き「スポーツの聖地づくり」

とする、新たな「静岡県スポーツ推進計画」を策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

時期（年度） 静岡県 国 

2005 平成17 

スポーツ振興基本計画 

スポーツ振興基本計画 
(10年間) 
 
平成22年８月 
スポーツ立国戦略発表 

2006 平成18 

2007 平成19 

2008 平成20 

2009 平成21 

2010 平成22 

2011 平成23 
スポーツ振興基本計画 
概ね10年を見据え平成25年頃見直し 

－ 

2012 平成24 

スポーツ基本計画（５年間） 
10年間を見通し 

2013 平成25 

2014 平成26 

スポーツ推進計画 
平成29年頃に見直し 

2015 平成27 

2016 平成28 

2017 平成29 

第２期スポーツ基本計画 
（５年間） 

2018 平成30 

スポーツ推進計画 
総合計画に合わせ当初の10年間を1年延伸 

2019 令和元 

2020 令和２ 

2021 令和３ 

2022 令和４ 

スポーツ推進計画 第３期スポーツ基本計画 
10年間を見通し 

2023 令和５ 

2024 令和６ 

2025 令和７ 

2026 令和８  
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２ 計画の趣旨 

 

スポーツ基本法において、各都道府県は国の「スポーツ基本計画」を参酌して、その地方の

事情に即したスポーツの推進に関する計画を定めるように努めることとされています。 

県においては、「スポーツの聖地」に向けたビジョンを市町や県民と共有しながら、地域の特

性に応じハード・ソフトの施策を総合的に進める指針となる計画とします。 

本計画は、以下のようなスポーツの力を発揮できる計画策定を念頭において策定しています。 

○大規模国際スポーツ大会の終了に伴い、イベント中心の取組から日常におけるスポーツ振

興への転換 

○新型コロナウイルス感染症拡大を受け、ＩＣＴ機器の活用などスポーツ分野における生活

様式の変容 

○乳幼児期から高齢期まで、世代に応じた生涯スポーツの振興による、健康の維持への貢献 

○性別や障害の有無、言語の違いなどにかかわらない、スポーツを通じた共生社会の実現 

 

 

３ 計画の性格 

 

（１）本計画は、静岡県スポーツ推進審議会による審議等を踏まえながら策定しています。 

（２）本計画は、スポーツ基本法に基づく国の「第３期スポーツ基本計画」を可能な限り参酌

しつつ、「県の新ビジョン 富国有徳の美しい“ふじのくに”の人づくり・富づくり 基

本構想」を勘案した計画です。 

（３）本計画は、本県のスポーツ推進の基本的な方向性を示すものです。 

 

 

４ 計画の期間 

 

本計画の計画期間は、県の新ビジョンが2025（令和７）年度を目標年度としていることを踏

まえ、2022（令和４）年度～2025（令和７）年度までの４年間とします。ただし、計画の期間

中に社会環境や経済状況、生活様式など状況の変化が生じた場合には、必要に応じて見直すこ

とがあります。 



 

４ 

第２章 スポーツ推進計画の進捗状況 

 （2018～2021） 
 

１ スポーツ推進計画の検証 

 

静岡県スポーツ推進計画（2018（平成30）年度３月策定）は、６つの項目10個の目標を掲げ

それぞれ推進してきました。新たな計画の策定にあたり、これまでの計画を検証した結果は以

下の通りです。 

 

 

１ スポーツ参画人口の拡大 

 

 基準値 

2016 

平成28 

 

2017 

平成29 

 

2018 

平成30 

 

2019 

令和元 

 

2020 

令和２ 

目標 

2021 

令和３ 

成人の週１回以上のスポ

ーツ実施率 
52.7％ 53.9％ 52.9％ 54.5％ 57.7％ 65％ 

新体力テストの記録が全

国平均を上回る割合 
73.5％ 75.5％ 68.6％ 59.3％ 65.7％ 100％ 

 

【取組内容】 ・乳幼児期から高齢期まで、ライフステージに応じたスポーツ参画機会を

提供 

・スポーツ実施率が低い人達（女性、ビジネスパーソン、スポーツ嫌いの

子など）が気軽に参加できる運動機会提供を促進 

 

成人の週１回以上のスポーツ実施率については、増加傾向にありますが、進捗に遅

れがみられます。若い女性や働き盛り世代のスポーツ実施率が低いため、スポーツへ

の抵抗感を和らげ、気軽に参加できる機会や種目の普及に取り組んでいきます。 

新体力テストが全国平均を上回る割合については、横ばいあるいは低下の傾向がみ

られます。一生のうちでもっとも運動神経が発達する時期（P14参照）に、様々な運動

を経験することが重要であり、地域や学校において運動に親しむ機会の拡大を図りま

す。 
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２ スポーツ環境の基盤となる「人材」と「場」の充実 

 

 基準値 

2016 

平成28 

 

2017 

平成29 

 

2018 

平成30 

 

2019 

令和元 

 

2020 

令和２ 

目標 

2021 

令和３ 

県立水泳場及び富士水泳場

の利用者数 
280千人 304千人 303千人 283千人 207千人 

310千人 

以上 

県立武道館の利用者数 309千人 283千人 305千人 249千人 71千人 
310千人 

以上 

 

【取組内容】 ・子供へのスポーツ機会の提供に向け、学校と地域、相互の人材が連携 

・中間支援組織の設立等による地域スポーツクラブの体制強化や、自立的

な活動の促進支援 

 

県立スポーツ施設における運営状況の評価等を実施し、サービス水準の向上を図っ

たことから順調に推移してきましたが、老朽化等による修繕工事や新型コロナウイル

ス感染症に伴う施設利用の一部の休止による大会や合宿の減により目標に届いていま

せん。生涯にわたってスポーツを楽しみ、県民の健康増進、競技力の向上及び指導者

養成を図る拠点として利用できる施設運営に取り組み、利用拡大を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【県立水泳場】 
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３ スポーツを通じた多様性のある社会の実現 

 

 基準値 

2016 

平成28 

 

2017 

平成29 

 

2018 

平成30 

 

2019 

令和元 

 

2020 

令和２ 

目標 

2021 

令和３ 

静岡県障害者スポーツ大

会への参加者数 
3,225人 2,859人 2,930人 2,902人 454人 

3,500人 

以上 

成人女性の週１回のスポ

ーツ実施率 
51.0％ 53.8％ 52.9％ 52.8％ 51.5％ 65％ 

 

【取組内容】 ・障害のある人、女性など、スポーツ参加への配慮が必要で、今まで機会

が少なかった人の参画を推進 

 

「静岡県障害者スポーツ大会への参加者数」は、2016（平成28）年度に3,000人を超

えたものの、目標値には達していません。また、「女性のスポーツ実施率」も20代、40

代の実施率が低い傾向にあります。運動部活動に加入する女子の数も減少しているこ

とから、女性や障害のある人がスポーツを続けられるような環境を整えるとともに、

障害の有無にかかわらないスポーツ参画機会の拡大を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2021（令和３）年度県パラスポーツ運動会】 
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４ スポーツを通じた地域の活性化 

 

 基準値 

2016 

平成28 

 

2017 

平成29 

 

2018 

平成30 

 

2019 

令和元 

 

2020 

令和２ 

目標 

2021 

令和３ 

スポーツ・レクリエーション 

交流人口 

2,503 

万人 

2,777 

万人 

2,693 

万人 

2,703 

万人 

2,588 

万人 

3,500 

万人 

東京 2020オリパラ大会

運営ボランティア登録者数 
－ 54人 962人 852人 874人 

※  

2,500人 

※当初の目標は大会組織委員会が募集する「大会ボランティア」1,800人と、本県で募集する

「都市ボランティア」700人を合わせて目標2,500人と設定。「大会ボランティア」の各会場の

登録者数は公表されていないが、「都市ボランティア」は目標である700人を達成した。なお、

2021（令和３）年の大会直前の登録者数は762人となった。 

 

【取組内容】 ・ラグビーワールドカップ2019や、東京2020オリンピック・パラリンピッ

クなどを契機にスポーツを通じた交流人口の拡大や関連産業の振興に取

り組み、地域活性化を推進 

 

「スポーツ・レクリエーション交流人口」は、2019（令和元）年度まで横ばいで推

移したものの、2020（令和２）年度は新型コロナウイルス感染症の影響等で減少して

います。また、「東京2020オリンピック・パラリンピックボランティア」については、

大会延期に伴い参加困難になった方もいましたが、再募集等に努め目標を達成しまし

た。今後は、スポーツコミッションの体制整備を推進等により交流人口の拡大やボラ

ンティアの体制構築等に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【東京2020オリンピック・パラリンピックボランティア】  
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５ 競技力の向上 

 

 基準値 

2016 

平成28 

 

2017 

平成29 

 

2018 

平成30 

 

2019 

令和元 

 

2020 

令和２ 

目標 

2021 

令和３ 

国民体育大会における総

合成績 
16位 17位 19位 17位 延期 

８位 

以内 

東京オリ・パラ出場の本

県関係者数 
－ － － － 

(延期：R3) 

51名 

85名 

以上 

 

【取組内容】 ・ジュニアからトップレベルまでの体系的な人材育成とスポーツ環境の整備 

・トップアスリートのセカンドキャリアを市町や企業、競技団体と連携して支援 

 

国民体育大会における総合成績は、2017（平成29）年度は得点が高い５人以上の競

技の獲得得点が173.5点で21位（昨年は223.5点で12位）であり、順位を下げる要因と

なりました。国民体育大会は「日本一の都道府県」をかけて競う国内最大の総合スポ

ーツ大会であることから、引き続き指標の在り方を検討しながらも、育成強化に取り

組む必要があります。 

「東京オリパラ出場の本県関係者数」は目標値を達成できませんでしたが、両大会

で金メダル11個を含む計25個のメダルを獲得するなど多くの県民に夢と感動、勇気を

もたらしました。引き続き、未来のトップアスリートを輩出するため、ジュニア世代

が様々な競技や個々の資質に応じた競技に触れる機会を創出し、ジュニアアスリート

の発掘・育成・強化に取り組みます。 

 

 

６ クリーンでフェアなスポーツの推進 

 

スポーツ団体における組織運営の透明性の確保や、競技団体・アスリート等に対す

るフェアプレイ精神の涵養、ドーピング防止活動の充実等のガバナンスの強化に努め

るなど、健全なスポーツ社会の実現を目指します。 
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２ スポーツに関する静岡県の姿（本県を取り巻く課題） 

 

本県の人口は、全国の傾向と同様に減少傾向にあり、2045（令和27）年には300万人を下回る

と予想されています。今後、少子化と高齢化の傾向も続くものと予想されています。また、15

歳から64歳までの生産年齢人口も減少していくと予想されています。 

 

 

静岡県の年齢３区分別人口の推移・高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 

2020（令和２）年以降は「国立社会保障・人口問題研究所」のデータ（2018（平成 30）年３月公表）に基づく推計

値。 

 

 

 

 

人口減少の背景には少子化の進行があります。本県の出生数は、2014（平成 26）年に３万人

を割り込み、2019（令和元）年には 23,457人となっており、減少傾向にあります。 

 

静岡県の出生数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】厚生労働省「人口動態調査」 

 

31,896 31,172 30,810 30,260
28,684 28,352 27,654

26,261 25,192
23,457

0人

15,000人

30,000人

45,000人

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

665,574
779,193 891,807

1,021,283 1,100,280 1,118,938 1,124,828 1,133,612 1,160,801 1,143,423

2,532,256 2,471,335 2,339,915 2,175,004 2,070,481 1,979,377 1,876,560
1,754,449

1,597,414 1,481,066

568,986 536,799 511,575 478,084 444,825 407,749 378,716
353,742

336,049
318,376

3,767,393 3,792,377 3,765,007 3,700,305 3,615,586 3,506,064
3,380,104

3,241,803
3,094,264

2,942,865

17.7%

20.5%
23.7% 27.6%

30.4%
31.9%

33.3%

35.0%
37.5% 38.9%

15%

30%

45%

60%

0人

1,500,000人

3,000,000人

4,500,000人

2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

年少人口

生産年齢人口

老年人口

高齢化率
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わが国は、男女ともに平均寿命が 80 歳を超える長寿国ですが、平均寿命と健康寿命の差は、

10 歳前後のまま推移しています。また、スポーツ庁の都道府県・指定都市スポーツ主管課長会

議（2018（平成 30）年度）（第 1 回）配付資料によると、運動不足が原因で毎年５万人が死亡し

ているとも言われています。 

 

全国の平均寿命と健康寿命の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】厚生労働省「第 16 回健康日本２１（第二次）推進専門委員会資料（2021（令和３）年 12月 20日）」 

 

 

人口減少と共に、超高齢化社会への対応が喫緊の課題となっています。本県の平均寿命は、

男性・女性ともに延伸傾向にあり、2015（平成 27）年には男性 80.95 歳、女性 87.10 歳となっ

ています。 

 

静岡県の平均寿命の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1965年 1975年 1985年 1995年 2005年 2010年 2015年 

男
性 

女
性 

男
性 

女
性 

男
性 

女
性 

男
性 

女
性 

男
性 

女
性 

男
性 

女
性 

男
性 

女
性 

全国（歳） 67.74 72.92 71.79 77.01 74.95 80.75 
76.70 

(76.72) 

83.22 

(83.26) 
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静岡県の順位 11位 ３位 ６位 ５位 ８位 ４位 ５位 ７位 ６位 16位 10位 32位 17位 24位 

【出典】厚生労働省「2015（平成 27）年都道府県別生命表の概況」 

※1995（平成７）年の（ ）の数値は、阪神・淡路大震災の影響を除去した場合の数値  
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本県の健康寿命は、全国的にみて長いことが知られており、2019（令和元）年では男性が

73.45歳で全国５位、女性が 76.58歳で全国５位となっています。 

 

静岡県の健康寿命（男性） 

順位 2010 年 2013 年 2016 年 2019 年 

－ 全国 70.42 歳 全国 71.19 歳 全国 72.14 歳 全国 72.68 歳 

１位 愛知 71.74 歳 山梨 72.52 歳 山梨 73.21 歳 大分 73.72 歳 

２位 静岡 71.68 歳 沖縄 72.14 歳 埼玉 73.10 歳 山梨 73.57 歳 

３位 千葉 71.62 歳 静岡 72.13 歳 愛知 73.06 歳 埼玉 73.48 歳 

４位 茨城 71.32 歳 石川 72.02 歳 岐阜 72.89 歳 滋賀 73.46 歳 

５位 山梨 71.20 歳 宮城 71.99 歳 石川 72.67 歳 静岡 73.45 歳 

６位 長野 71.17 歳 福井 71.97 歳 静岡 72.63 歳 群馬 73.41 歳 

７位 鹿児島 71.14 歳 千葉 71.80 歳 山形 72.61 歳 鹿児島 73.40 歳 

８位 福井 71.11 歳 熊本 71.75 歳 富山 72.58 歳 山口 73.31 歳 

９位 石川 71.10 歳 宮崎 71.75 歳 茨城 72.50 歳 宮崎 73.30 歳 

10 位 群馬 71.07 歳 三重 71.68 歳 新潟 72.45 歳 福井 73.20 歳 

11 位 宮崎 71.06 歳 茨城 71.66 歳 福井 72.45 歳 神奈川 73.15 歳 

12 位 神奈川 70.90 歳 愛知 71.65 歳 宮城 72.39 歳 石川 73.08 歳 

13 位 岐阜 70.89 歳 群馬 71.64 歳 千葉 72.37 歳 岐阜 73.08 歳 

 

静岡県の健康寿命（女性） 
 2010 年 2013 年 2016 年 2019 年 

－ 全国 73.62 歳  全国 74.21 歳  全国 74.79 歳  全国 75.38 歳  

１位 静岡 75.32 歳  山梨 75.78 歳  愛知 76.32 歳  三重 77.58 歳  

２位 群馬 75.27 歳  静岡 75.61 歳  三重 76.30 歳  山梨 76.74 歳  

３位 愛知 74.93 歳  秋田 75.43 歳  山梨 76.22 歳  宮崎 76.71 歳  

４位 栃木 74.86 歳  宮崎 75.37 歳  富山 75.77 歳  大分 76.60 歳  

５位 沖縄 74.86 歳  群馬 75.27 歳  島根 75.74 歳  静岡 76.58 歳  

６位 島根 74.64 歳  茨城 75.26 歳  栃木 75.73 歳  島根 76.42 歳  

７位 茨城 74.62 歳  山口 75.23 歳  岐阜 75.65 歳  栃木 76.36 歳  

８位 宮崎 74.62 歳  三重 75.13 歳  茨城 75.52 歳  高知 76.32 歳  

９位 石川 74.54 歳  福井 75.09 歳  鹿児島 75.51 歳  鹿児島 76.23 歳  

10 位 鹿児島 74.51 歳  大分 75.01 歳  沖縄 75.46 歳  富山 76.18 歳  

11 位 福井 74.49 歳  栃木 74.83 歳  新潟 75.44 歳  岐阜 76.18 歳  

12 位 山梨 74.47 歳  岐阜 74.83 歳  大分 75.38 歳  愛知 76.09 歳  

13 位 神奈川 74.36 歳  新潟 74.79 歳  静岡 75.37 歳  青森 76.05 歳  

【出典】厚生労働省「第 16 回健康日本２１（第二次）推進専門委員会資料（2021（令和３）年 12月 20日）」 
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本県の障害のある人の状況は、2020（令和２）年３月時点で、身体障害者が 122,715人、知的

障害者が 35,727人、精神障害者が 54,431人となっています。身体障害者は減少傾向、知的障害

者と精神障害者は増加傾向にあります。 

 

 

静岡県の障害のある人の状況 

 

身体障害者 知的障害者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精神障害者 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】静岡県「ふじのくに障害者しあわせプラン第６期静岡県障害福

祉計画・第２期静岡県障害児福祉計画」 
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全国の小中学生による、学校の体育の授業以外におけるスポーツ活動の時間をみると、男女

ともに小学生よりも中学生のほうが活動時間は長くなっています。また、女子よりも男子のほ

うが活動時間は長くなっています。さらに、小中学生ともに活動時間はここ数年減少傾向にあ

ります。 

本県の状況は、小学生は男女ともに全国よりも活動時間が短く、中学生は男女ともに全国よ

りも活動時間が長くなっています。 

 

 

学校の体育の授業以外で、運動（体を動かす遊びを含む）やスポーツを合計で 

１日およそどのくらいの時間しているか 

 

小学生 １週間平均時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学生 １週間平均時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】スポーツ庁「全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果」  

596.14 601.38 614.09 
588.25 

556.81 

542.36 
566.49 558.16 

539.23 
507.72 

351.05 
369.45 373.80 

353.68 348.90 

327.19 
350.74 343.71 

322.52 321.54 

200分

350分

500分

650分

800分

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

全国男子

静岡県男子

全国女子

静岡県女子

949.06 
989.63 986.01 

938.06 

868.91 

897.05 

943.52 948.47 
896.87 

817.46 
687.18 

729.89 735.14 
708.94 

660.05 

640.30 
668.66 682.60 

653.42 

596.01 

200分

400分

600分

800分

1000分

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

静岡県男子

全国男子

静岡県女子

全国女子



  

14 

 

 

 

本県の 2021（令和３）年の公認スポーツ指導者認定者数は、スポーツ指導者基礎資格「コー

チングアシスタント」が 137人、競技別指導者資格「コーチ１」が 4,311人となっています。 

 

静岡県の公認スポーツ指導者認定者数 

（人） 

 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 

スポーツ指導者基礎資格        

コーチングアシスタント      20 137 

競技別指導者資格        

指導員 
指導員 4,234 4,234 4,391 4,350 4,405   

上級指導員 442 429 415 436 465   

スタートコーチ      78 89 

コーチ 
コーチ 562 593 630 693 739   

上級コーチ 204 223 235 245 258   

コーチ 

コーチ１      4,399 4,311 

コーチ２      499 478 

コーチ３      810 837 

コーチ４      278 279 

教師 
教師 90 88 89 83 83 80 74 

上級教師 26 26 27 22 22 20 20 

【出典】公益財団法人日本スポーツ協会「スポーツ指導者に関するデータ（各年 10 月）」 

※１人が複数の資格を認定されている場合各資格欄にそれぞれ１人分を計上。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＊コラム＊ 

～乳幼児期のからだを使った遊びが、脳や神経の発達に大きく影響することを知っていますか～ 
 

からだを使った遊びは、運動能力の向上

だけでなく、学習意欲を高め、主体性、向

上心、社会性等をも育みます。 

また、親子の運動遊びは、親子の絆を深

め、子供の情緒の安定にも良い影響を与え

ます。 

そのため、乳幼児期は８つの運動能力を

育てることが大切です。 

 

 

 
 

【出典】「スキャモンの発育発達曲線」(1930)を一部改変 ※  
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オリンピックは、首都圏等は無観客でしたが、静岡県は収容定員の 50％以内で 1 万人を上限

に設定し、有観客で開催しました。パラリンピックは、全ての競技会場で無観客での開催（学

校連携観戦を除く）となりました。 

 

○県内のオリンピック自転車競技観客数（チケット保有者） 合計 20,600人 

 会場 観戦客数（合計） 

ロード 富士スピードウェイ 9,400 人 

マウンテンバイク 伊豆マウンテンバイクコース 6,300 人 

トラック 伊豆ベロドローム 4,900 人 

 

○県内の学校連携観戦プログラム参加人数等 

 競技等 日数 学校数 人数 

オリンピック 自転車競技（ロードレース、ＭＴＢ、トラック） ６日 51 校 1,240 人 

パラリンピック 実施なし（予定していた全学校キャンセル） － － － 

 

〇事前キャンプ 

・県内 12市で事前キャンプを実施し、選手関係者延べ約 780人を受入れました。 

 自治体名 相手国 競技 

オリンピック 

静岡市、浜松市、沼津

市、三島市、富士宮市、

島田市、富士市、焼津

市、藤枝市、御殿場市、

袋井市、牧之原市 

フランス、ブラジル、カ

ナダ、アメリカ、スペイ

ン、シンガポール、モン

ゴル、スイス、イタリ

ア、アイルランド 

テコンドー、柔道、卓球、新体操、

フェンシング、バレーボール、空

手、ボクシング、水泳、３×３バス

ケット、陸上競技、サーフィン等 

パラリンピック 浜松市、富士市、焼津市 
ブラジル、ラトビア、モ

ンゴル 

陸上競技、水泳、ゴールボール、ボ

ッチャ等 

 

〇都市ボランティア 

オリンピック 502人（延べ 1,467人）が現地でおもてなし活動を実施。（名簿登録 762人） 

パラリンピック 現地での活動は中止となりましたが、オンラインで本県の魅力を情報発信。 

 

〇聖火リレー 

・オリンピック聖火リレーでは、多くの都道府県が公道でのリレーを中止とする中、本県では一部区

間を除いて、ほぼ予定通り実施し、大きなトラブルもなく県内 24の市町を駆け抜けました。 

 走行ランナー数 沿道観覧客 スタッフ トピック 

オリンピック 
6/23～6/25 
走行距離 51.6km 

274 人 
約 
102,000人 

ボラ：約 2,300人、 
県職員応援約 600人 

浜松市中区での公道走行を
中止し、北区に 1 本化して
実施 

パラリンピック 
8/17 
走行距離 6.3km 

127 人 約 900 人 
ボラ：約 300 人、 
県職員応援約 80 人 

公道でのリレー実施は全国
で御前崎・菊川区間のみ 
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第３章 基本理念と基本方針 
 

１ 基本理念 

 

富士の高みがいつもそこにあるように、スポーツが文化として定着し、スポーツの力ですべ

ての県民が健康で豊かに暮らせる、スポーツによるＱＯＬの向上を実感できる社会を目指しま

す。そこで、本県におけるスポーツ政策の基本理念を「スポーツの聖地づくり」と設定します。 

具体的には、以下の要素により、「スポーツの聖地」静岡の実現を目指します。 

スポーツの聖地づくり 

 

●“スポーツ・レクリエーション”から“競技”まで、それぞれの志向に応じ運動

を楽しむことができる。 

●「する」「みる」「支える」など、様々なアプローチを通じて日常生活にスポーツ

を取り入れることができる。 

●性別、年齢、障害の有無、経済状況等の区別無く、ささえあいながら、ともにス

ポーツに関わることができる。 

●トップアスリートの活躍が子供たちに夢を与え、スポーツを通して人間性や多様

な能力を育むことができる。 

●地域の特色あるスポーツの取組や歴史に誇りを持つことができる。 

●適正な対価によるサービスとして様々なスポーツを楽しめる環境があり、スポー

ツ施設等への投資が促進され、スポーツにより地域や経済が活性化される。 

 

２ 基本方針 

 

本計画の推進にあたっては、基本理念である「スポーツの聖地づくり」を実現するために、

以下の３項目を基本方針とし、関係機関と連携しながら取り組みます。 

  

地域特性を
活かした

スポーツによる
地域と経済の活性化

スポーツ文化の醸成と
スポーツを通じた
共生社会の実現

スポーツによる
健康づくりの推進

スポーツ
の

聖地づくり
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１ スポーツによる健康づくりの推進 

乳幼児から高齢者までの幅広い世代への生涯スポーツの振興、スポーツ施設の利活用促進等

により、理想とされる運動量＊のもと健康を維持し、充実した生活を送ることで健康長寿の実現

へと繋げていきます。 
 

＜本県を取り巻く現状と課題＞ 
 

平均寿命と健康寿命の乖離、ＩＣ

Ｔ技術の発展や新たな生活様式の浸

透に伴う外出機会減少、運動部活動

改革、多様な志向に合わせたスポー

ツの広がり 

 ＜スポーツの力・意義＞ 
 

体力の向上、健康増進により、よ

り多くの県民が生涯にわたり健康的

な暮らしを送ることができる。 

 
＊「理想とされる運動量」 

「世界保健機関（ＷＨＯ）が発表したガイドラインでは、一般的な成人に対して、１週間で150～300分の中強度

の有酸素運動（もしくは75～150分の高強度の有酸素運動）と１週間のうち２日は、中強度以上の負荷をかけ

た筋力トレーニングを行うことを推奨しています。 

また、子供と青少年に対しては、１週間を通して、１日平均60分以上の中強度から高強度の身体活動（主に有

酸素性身体活動）を行なうことを推奨しています。 

 

２ スポーツ文化の醸成とスポーツを通じた共生社会の実現 

トップアスリートの活躍によるスポーツへの関心喚起や理解促進によりスポーツ文化の醸成

を図ると共に、スポーツを通じて、性別、障害の有無、人種や言語にかかわらず誰もが活躍で

きる共生社会を実現します。 
 

＜本県を取り巻く現状と課題＞ 
 

東京2020パラリンピック日本選手

の活躍、オリパラによるスポーツマ

インド向上やボランティア活動の広

がり 

 ＜スポーツの力・意義＞ 
 

スポーツを通じて、人間的な成長

を促すとともに、相手を尊重し、思

いやる精神が育まれる。 

 

３ 地域特性を活かしたスポーツによる地域と経済の活性化 

地域資源を活用したスポーツツーリズムやスポーツ合宿、大規模大会の開催等により交流を

促進し、地域と経済の活性化へと繋げていきます。 
 

＜本県を取り巻く現状と課題＞ 
 

様々な地域資源、オリンピック・

パラリンピックの開催、人口減少社

会、新型コロナウイルス感染症によ

る社会的閉塞感や経済の停滞（交流

やスポーツイベントの制限など）、

県外への人口流出 

 ＜スポーツの力・意義＞ 
 

スポーツをすること、観戦するこ

とは、地元チームの応援を通じた地

域の活性化や、産業の振興などをも

たらし、地域と経済の活性化へとつ

ながる。 
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第４章 具体的な施策の展開 
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指 標 

 

 

 

２ 施策の展開 

 

基本方針１ 

 スポーツによる健康づくりの推進 

 

 

 

 

成人の週１回以上のスポーツ実施率 

現状値 2019年度54.5％・2020年度57.7％➡ 目標値（毎年度）70％ 

うち、成人女性の週１回以上のスポーツ実施率 

現状値 2019年度52.8％・2020年度51.5％ ➡ 目標値（毎年度）70％ 

※１年間でのスポーツの実施について、「週３回以上」、「週１～２回」と回答した人の割合 

（スポーツ庁調査） 

 

 

柱１ 幅広い世代への生涯スポーツ振興 

県民の誰もが各年代で関心、適正等に応じて日常的にスポーツに親しむ機会を充実します。

また、生涯にわたるスポーツライフの実現の礎となる運動習慣と体力の向上を図るため、学校

や地域における子供のスポーツ機会を充実します。 

 

目

標 

多様な年代が参加できるスポーツイベント数 

（2019年度）422回・(2020年度)172回 ➡ (毎年度)440回 

※市町、県レクリエーション協会、県スポーツ協会が主催するイベントの開催数（県スポーツ振興課調査） 

目

標 

新体力テストの記録が全国平均を上回る割合 

（2019年度）59.3％・(2020年度)65.7％ ➡ (毎年度)100％ 

※新体力テストの全種目平均が全国平均を上回る割合（スポーツ庁調査） 
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＜施策１＞ 

 

子供の運動習慣の確立 
 

 

子供の体力向上は、乳幼児期から体を動かした遊びに取り組む習慣を

身に付けることが大切であり、ルールのある遊びやスポーツなどは、友

達づくり等を通じて社会性を育てるきっかけを与えてくれます。子供が

スポーツに取り組む環境を整え、日頃から運動やスポーツに親しむ機会

を拡大するとともに、バランスのとれた子供の体力向上を図ります。 
 

 

○1 ファミリー・プレイ・プログラム等の活用 

 

子供が、体を動かした遊びに取り組む習慣を身に付けるため、また、乳幼児期

における運動の大切さを伝えるため、「ふじのくにファミリー・プレイ・プログラ

ム」、「ファミリー・チャレンジ・プログラム」及び「ふじのくに運動あそびプロ

グラム」＊の活用を推進します。 

 

＊乳幼児期において運動・スポーツに親しむ基礎を培うために親子で一緒に行う運動遊びのプログラム。 

①「ふじのくにファミリー・プレイ・プログラム」 

【０～３歳児を対象とした親子でできる運動遊び】（2010（平成22）年度策定） 

②「ファミリー・チャレンジ・プログラム」 

【４～６歳児を対象とした親子でできる運動遊び】（2008（平成20）年度策定） 

③「ふじのくに運動あそびプログラム」 

【１～３歳児、３～５歳児を対象とした親子運動遊び】（2020（令和２）年度策定） 

 

 

○2 「幼児期運動指針＊」の活用 

 

幼児期の子供が、獲得しておくことが望ましい基本的な動き、生活習慣及び運

動習慣を身に付けるため、「幼児期運動指針」の活用促進を図ります。 

 

＊「幼児期運動指針」 

運動習慣の基盤づくりを通して、幼児期に必要な多様な動きの獲得や体力・運動能力の基礎を培うとと

もに、様々な活動への意欲や社会性、創造性などを育むことを目指すもの。  
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○3 運動機会が少ない子供への魅力ある活動の提供 

 

運動機会の少ない子供が、スポーツに取り組んでみようと思うきっかけづくり

となる、魅力ある活動を提供するよう努めます。 

 

 

○4 新体力テストを活用した体力分析 

 

効率的、効果的に子供の体力向上を図るため、新体力テストを活用して体力分

析を行い、各自の目標設定が適切にできるようにします。 

 

 

○5 「体力アップコンテストしずおか＊」の普及 

 

学校生活を通して運動やスポーツに親しみ、運動習慣を身につける活動を推進

するため、「体力アップコンテストしずおか」の普及を図ります。 

 

＊「体力アップコンテストしずおか」 

運動習慣の形成期に当たる小学校を対象に、学級単位で記録に挑戦したり、体力づくりに取り組んだり

することにより、運動の日常化と体力向上を目指した静岡県独自のコンテスト。参加部門には、チャレ

ンジ部門（①みんなでドッジボールラリー、②みんなでまと当て、③みんなでジャンプ、④みんなで８

の字とび、⑤みんなでリレー）とダンス部門みんなでダンシング!!がある。 

 

 

○6 「子どもの体力向上ふじさんプログラム＊」の充実 

 

学校全体での子供の体力づくりの取組を支援するため、「子どもの体力向上ふじ

さんプログラム」の充実を図ります。 

 

＊「子どもの体力向上ふじさんプログラム」 

個別の動作や運動をカテゴリー別に整理した、運動プログラムのデータベース。新体力テストポータル

画面から、各学校が自由に視聴できるようになっている。 
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○7 オリンピック・パラリンピック教育＊の活用 

 

子供のスポーツに対する興味・関心を高めるため、オリンピアン、パラリンピ

アン等による講演や実技指導等のオリンピック・パラリンピック教育の活用に努

めます。 

 

＊「オリンピック・パラリンピック教育」 

歴史、競技種目等、「オリンピック・パラリンピックそのものについての学び」、ルールの尊重やフェア

プレイの精神、チャレンジや努力を尊ぶ姿勢等のスポーツの価値、自国の社会や地域問題、国際社会の

状況や現代的な課題に向き合うきっかけとする「オリンピック・パラリンピックを通じた学び」から構

成される。 

 

 

○8 子供のスポーツに関する団体が一堂に会する場の設定 

 

子供の指導のあり方等についての理解を共有化し、子供がスポーツに参加する

機会の選択肢を増やすため、子供のスポーツに関する団体等が一堂に会する場の

設定に努めます。 

 

 

○9 中高生の運動部活動の指導体制充実 

 

運動部活動の一層の推進を図るため、地域のスポーツ指導者の活用や運動部活

動指導者の資質向上に向けた研修等を実施し、運動部活動の指導体制の充実に努

めます。 

 

 

○10中高生の運動部活動の活性化 

 

生徒の多様な運動部活動の機会確保や学校の特色に応じた活動の充実を図るた

め、部活動指導員の配置など地域のスポーツ指導者等の活用を推進し運動部活動

の活性化に努めます。 
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○11事故、障害防止に向けた設備・用具の安全確保、 

スポーツ医・科学活用   

 

スポーツによって生じる事故・外傷・障害等の防止や軽減を図るため、設備・

用具等の安全確保や、スポーツ医・科学の活用に努めます。 

 

 

○12ニュースポーツ、マインドスポーツ＊等の推進 

 

子供から高齢者まで、障害の有無にかかわらず幅広い世代の方が楽しめるよう、

静岡県レクリエーション協会等と連携してニュースポーツやマインドスポーツ等

を推進し、参加機会の提供や情報発信に取り組みます。 

 

＊「マインドスポーツ」 

野球やサッカーなどの身体能力を生かした運動を伴うスポーツを「フィジカルスポーツ」と位置付ける

のに対して、チェスや囲碁などの記憶能力や判断能力等の脳の身体能力を使うスポーツを「マインドス

ポーツ」として位置付けている。 

なお、第18回アジア競技大会において、カードゲームである「コントラクトブリッジ」が競技種目とし

て初採用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ふれあいフェスタ（ダーツ）】 
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＜施策２＞ 

 

成人期に地域社会や職場でスポーツに 

親しむためのきっかけづくり 
 

 

関係団体と連携し、年齢や体力に関係なく、いつでも、どこでも楽し

むことができ、誰でも気軽に取り組むことができるスポーツ・レクリエ

ーション活動の一層の普及を図ります。また、企業が従業員の健康管理

を経営的な視点で戦略的に実践する「健康経営」を推進するなど、企業

の職場におけるスポーツの取組を支援します。 
 

 

 

○13県民のスポーツに関する意識調査の実施、分析 

 

成人のスポーツ参画人口を拡大するためには、効果的な方策を検討する必要が

あることから、成人のスポーツ実施の実態を的確に把握するため、県民のスポー

ツに関する意識について調査を実施し、分析します。 

 

 

○14日常生活へ運動を取り入れることによる運動習慣化 

 

成人のスポーツ参加を促進するため、スポーツ未実施者の原因を踏まえ、何か

をしながらの運動の普及や、自転車通勤や一駅歩きなど通勤時間を運動時間とし

て利用することの推進により、スポーツに親しむ機会の充実を図ります。 

 

 

○15健康経営の推進による職場の健康づくり支援 

 

働く世代の健康づくりを推進するため、企業・事業所における「健康経営」を

推進し、職場でのスポーツを通じた運動習慣の改善・定着や食生活の改善など健

康づくりに取り組む企業を支援します。 
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○16誰もがスポーツに親しむ機会の創出(推進月間、県民の日) 

 

県民誰もがスポーツに取り組む気運を盛り上げるため、「ふじのくにスポーツ推

進月間」(10月１日～31日)を充実すると共に、県民がスポーツに親しむ機会を創

出するため、「県民の日」などを記念した県民のスポーツ機会を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【いつでもどこでもストレッチ】 

 

 

○17ニュースポーツ、マインドスポーツ等の推進【再掲】 

 

子供から高齢者まで、障害の有無にかかわらず幅広い世代の方が楽しめるよう、

静岡県レクリエーション協会等と連携してニュースポーツやマインドスポーツ等

を推進し、参加機会の提供や情報発信に取り組みます。 
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＜施策３＞ 

 

高齢期の健康長寿のためのスポーツ推進 
 

 

高齢者が健康で生きがいを持ち、自立して暮らすことに寄与するスポ

ーツの推進を図るため、関係機関や各市町・スポーツ推進委員・スポー

ツ団体等と連携し、スポーツ・レクリエーション活動の普及に努めます。 
 

 

 

○18静岡県すこやか長寿祭（仲間とのスポーツの場） 

 

健康長寿に意義のあるふれあいや交流を生むスポーツ活動を推進するため、「静

岡県すこやか長寿祭」の開催など、仲間とともにスポーツができる場を提供しま

す。 

 

 

○19高齢者を対象とするスポーツ指導者の養成 

 

高齢者の健康・体力づくりやスポーツ活動を支援するため、静岡県レクリエー

ション協会等と連携し、地域における高齢者指導に優れたスポーツ指導者の養成

を図ります。 

 

 

○20ニュースポーツ、マインドスポーツ等の推進【再掲】 

 

子供から高齢者まで、障害の有無にかかわらず幅

広い世代の方が楽しめるよう、静岡県レクリエーシ

ョン協会等と連携してニュースポーツやマインドス

ポーツ等を推進し、参加機会の提供や情報発信に取

り組みます。 

 

 

 

 

【マインドスポーツ】  
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＜施策４＞ 

 

女性のスポーツ参画 
 

 

幼児期や児童期の子供を対象とした、性別を問わずに参加することが

できるスポーツ団体の拡大を図るほか、出産や育児により、女性がスポ

ーツをする習慣を断たれることがないよう、子育て中の保護者もスポー

ツをしやすい環境整備に努めます。 
 

 

 

○21男女とも参加できる幼・児童スポーツ団体の拡大（啓発） 

 

幼児期・児童期に、性別に関係なく参加できるスポーツ団体を増やすため、関

係者等への啓発に努めます。 

 
 

○22運動機会が少ない子供への魅力ある活動提供 

 

近年、中学校や高等学校の運動部活動に所属する生徒の減少が指摘されており、

特に女子においてその傾向が顕著です。運動機会が少ない生徒が、スポーツに取

り組みやすい体制を作るため、魅力ある活動を提供するよう努めます。 

 
 

○23家族でスポーツに参加する機会の創出 

 

子育て世代の保護者が、スポーツを含めて自分自身の余暇活動に時間を割くこ

とに対して、周囲の充分な理解を得ることが難しい状況があります。そこで、子

供のスポーツ活動に一緒に参加できるプログラムの提供や同じ会場でのスポーツ

教室の開催など、スポーツの時間を創出するための方法を、市町や地域スポーツ

クラブの関係者と検討するとともに、生涯を通じてスポーツをすることの意義を

周知するよう努めます。 

 
 

○24女性アスリートの活躍支援 

 

女性アスリート特有の課題解決に向けて、女性アスリートや指導者に対して、

婦人科医やスポーツドクター等の専門家による講習会や支援プログラムの提供等

による支援を行います。  
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柱２ スポーツ施設の整備と利活用の促進 

県民が主体的にスポーツに参加する環境基盤としてスポーツ活動を支える人材の育成と安全

にスポーツ活動を行うことができるスポーツ施設等の場の確保・提供を目指します。 

 

目

標 

県立スポーツ施設（県武道館、県立水泳場、県富士水泳場）利用者数 

（2019年度）532,792人・(2020年度)278,387人➡（毎年度）600,000人 

※県武道館、県立水泳場、県富士水泳場の利用者数（県スポーツ振興課調査） 

目

標 

県営都市公園運動施設利用者数 

（2019年度）2,230,785人・(2020年度) 741,940人➡（毎年度）2,220,000人 

※県営都市公園（７公園）の運動施設の利用者数（県公園緑地課調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【県富士水泳場】 
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＜施策５＞ 

 

多くの人がスポーツに親しむことができる 

場の提供と人材の確保 
 

 

スポーツ指導者、スポーツ施設の充実を図り、多くの人が安全で安心

してスポーツに親しむことができる環境を整備します。 
 

 

 

○25県立スポーツ施設の魅力向上 

 

県民の多様なスポーツニーズに応えるため、指定管理者と連携してスポーツイ

ベントの誘致や、各種スポーツ教室等のプログラムの提供に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【県立水泳場県民の日事業】 

 

 

 

 

 

○26県立スポーツ施設の適切な管理運営 

 

利便性や安全性を確保するため、計画的に必要な修繕や対策を実施し、機能の

向上に努めます。また、利用者の満足度を高めるため、指定管理者において、良

好な管理運営がなされているか、客観的に検証するために外部評価委員会による

評価を実施します。 
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○27都市公園施設の機能充実 

 

地域のスポーツ拠点として、利用者のニーズに的確に対応するため、指定管理

者と連携してスポーツイベントの誘致や、各種スポーツ教室等のプログラムの提

供に取り組むとともに、生涯スポーツの促進や障害者スポーツの振興に向けた施

設改修を進めます。 

 

 

○28都市公園施設の維持修繕 

 

老朽化した県営都市公園施設（運動施設、休憩施設及び園路広場等）について、

施設の長寿命化と機能の確保、安全性の確保、ライフサイクルコスト縮減の観点

をもち、計画的に維持修繕を進めます。 

 

 

○29スポーツ施設のバリアフリー化、グラウンドの芝生化 

 

地域や学校で、住民が安全にスポーツに親しめる環境を作り出すため、スポー

ツ施設等のバリアフリー化、学校体育施設の充実や学校の維持管理の実態に応じ

たグラウンドの芝生化等の充実に努めます。 

 

 

○30地域スポーツ活動充実のためのスポーツ推進委員の資質向上 

 

地域におけるスポーツ活動の充実を図るため、実技研修会等を開催し、地域住

民のニーズを踏まえたスポーツのコーディネーターという役割に対応できるよう

スポーツ推進委員の資質向上を図ります。 
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＜施策６＞ 

 

 
 

 

広域スポーツセンター、中間支援組織＊、市町等が連携し、市町のスポ

ーツ拠点となる総合型地域スポーツクラブが継続的・安定的に運営でき

る環境を整備します。 
 

 

＊「中間支援組織」 

国の「第２期スポーツ基本計画（2017（平成29）年３月）」の中で「総合型地域スポーツクラブ」の質

的充実が謳われ、これまでの量的拡大から、財政的な自立や地域の定着等の質的充実を重視し、「承認」

制度から「登録・認証」制度を新たに構築することとなり、「中間支援組織」が制度を運用する。 

 

 

○31中間支援組織の支援 

 

市町のスポーツ拠点となる「総合型地域スポーツクラブ」の活動を支える中間

支援組織を必要に応じて支援することにより、総合型地域スポーツクラブが継続

的・安定的に運営できる環境を整備します。 

 

 

○32広域スポーツセンターによる支援 

 

市町や中間支援組織などの関係団体と連携して、静岡県広域スポーツセンター＊

が総合型地域スポーツクラブの設立、登録等の支援を行うことにより、クラブの

自立的な運営を促進し、県民のスポーツ活動の場の充実を図ります。 

 

＊「静岡県広域スポーツセンター」 

総合型地域スポーツクラブの活動に関わる静岡県内のスポーツ活動全般について、効果的な支援を行う

機関。 
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指 標 

 

基本方針２ 

 スポーツ文化の醸成とスポーツを通じた共生社会の実現 

 

 

 

 

する、みる、支えるのいずれかの形で 

スポーツに親しんだ県民の割合 

現状値 2019年度92.6％ 

現状値 2020年度90.2％ 

※年間で何らかのかたちでスポーツに親しんだ人の割合（する、みる（現地観戦、ＴＶ、ネット）、支

えるのいずれか）（スポーツ庁調査から集計） 

 

 

柱３ トップアスリートの活躍によるスポーツへの関心喚起と理解促進 

トップアスリートの活躍に憧れを抱き、県民が「する」、「みる」、「支える」を通してスポー

ツを文化として親しむことができるよう競技力をさらに強化します。 

 

目

標 

ＪＯＣオリンピック強化指定選手・ＪＰＣパラリンピック等 

強化指定選手中の静岡県関係選手の割合 

（2019年度）2.7％・(2020年度)2.9％ ➡ （毎年度）3.0％ 

※ＪＯＣやＪＰＣが強化指定した選手のうち、静岡県に関係する関係競技団体の選手の割合（スポーツ振興課調査） 

目

標 

国民体育大会への出場種目数 

(2019年度)230種目・(2020年度)延期 ➡ （毎年度）231種目 

※国民体育大会本大会に静岡県選手団が出場する種目数（(公財)静岡県スポーツ協会発表）（スポーツ振興課調査） 

目

標 

日本スポーツ協会登録コーチ３、４（旧公認コーチ）数 

(2019年度累計)997人・(2020年度累計)1,088人 ➡ （2025年度累計）1,300人 

※(公財)日本スポーツ協会のコーチ３、４に登録する静岡県の指導者数（スポーツ振興課調査） 

（日本スポーツ協会から旧指導員をコーチ１、２とし、旧公認コーチをコーチ３、４とする制度変更があった。 

旧公認コーチ数を継続指標とするためコーチ３、４とした。）  

➡ （2025年）90.2％以上 
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＜施策７＞ 

 

個々に合わせた可能性を発掘し、磨きあげる 

ジュニア世代の育成 
 

 

国際競技大会や国民体育大会をはじめとする各種全国大会において、

本県出身選手が活躍できるよう、ジュニア世代からの競技力の底上げを

図るため、ジュニア選手の発掘、育成を推進します。 
 

 

 

○33ジュニア世代の発達段階に応じた育成・強化 

 

本県から世界に羽ばたく選手を育成するため、各競技団体等における組織的・

計画的な選手育成プログラムの整備を促進し、発達段階に応じたジュニア期から

の継続的な指導体制の構築を目指します。 

 

 

○34学校や地域への各分野のスペシャリストの派遣 

 

スポーツに取り組むジュニアを育成するため、各競技のトップアスリートから

直接指導を受ける機会を設けるとともに、メンタルトレーニングやフィジカルト

レーニング、栄養指導等の専門家を学校や地域に派遣し、広くジュニア世代の競

技力の底上げを図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ドリカムスタート事業 飯塚翔太選手】 

  



  

34 

 

 

 

 

○35ジュニア育成・強化のためのトップアスリートの派遣 

 

世界で活躍する本県関係のトップアスリートを強化合宿やジュニア育成の練習

会、競技大会等に派遣するなど、直接触れ合う機会を創出し、ジュニアアスリー

トの意欲を高め、競技力の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【アスリートパスウェイ】 

 

 

○36多くの競技を体験する機会の創出 

 

新たな可能性を発見するため、県内スポーツチームや関係競技団体と協力して

各種競技の体験教室を実施することで、ジュニアの適性に応じた競技種目を選択

する手助けをします。競技人口が少ない競技については、競技団体が、民間の人

材や部活動指導者等の協力を得て、競技に触れる機会を創出し、競技力向上を図

ります。 
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○37競技力向上に向けた運動部活動の支援 

 

ジュニアの計画的な強化を図るため、県中学校体育連盟や県高等学校体育連盟

などと連携を図り、全国で優勝や入賞を期待される学校の運動部活動等に対して、

トレーナーの派遣や強化遠征等の支援を行います。 

 

 

○38中高生の運動部活動の活性化【再掲】 

 

生徒の多様な運動部活動の機会確保や学校の特色に応じた活動の充実を図るた

め、部活動指導員の配置など地域のスポーツ指導者等の活用を推進し運動部活動

の活性化に努めます。 

 

 

○39体づくりに関するスポーツ食育支援 

 

競技を始めた子供達やジュニアアスリート及びその保護者を対象に、競技力の

向上に必要不可欠である体づくりに関するスポーツ食育に触れる機会を創出しま

す。 
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＜施策８＞ 

 

活躍する姿が多くの人に夢や感動を与える 

トップアスリートの育成・支援 
 

 
 

世界を舞台に活躍できるトップアスリートを育成・支援するため、日

常のコンディション調整やフィジカルチェック等の強化活動を支援する

とともに、競技活動を続ける拠点として本県が選択されるよう、魅力的

な環境づくりを進めます。 
 

 

 

○40オリンピック・パラリンピックでの活躍を目指す 

トップアスリートの活動支援   

 

オリンピック・パラリンピックで活躍し、県民に明るい夢と希望、感動をもた

らすトップアスリートを育成するため、国内外で行う合宿や遠征、日常のコンデ

ィション調整やフィジカルトレーニング等の強化活動を支援します。 

 

 

○41世界に羽ばたく可能性のあるアスリートの活動支援 

 

本県スポーツ界の最前線として大きな推進力を持ち、国内外で活躍するアスリ

ートを育成するため、強化合宿や遠征等の活動を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国体ブロック大会】 
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○42国内主要大会において優秀な成績を収めるための強化活動の支援 

 

国民体育大会をはじめとする各種全国大会において、本県出身者が活躍できる

ように、ジュニアから成人まで体系的な選手強化や指導者の資質向上を図る取組

を支援します。 

 

 

○43トップアスリートのセカンドキャリアの活動支援 

 

本県関係のトップアスリートが、本県を拠点として競技者や指導者として活動

できる方策について、市町、企業、（公財）静岡県スポーツ協会、（公財）静岡県

障害者スポーツ協会や関係競技団体と連携して検討し、取り組みます。 

 

 

○44ＩＣＴを活用した強化活動の実施 

 

コロナ禍における三密を回避した強化活動を推進するため、情報通信機器（Ｉ

ＣＴ）を活用した効率的・効果的な強化活動の充実により、競技力の向上を図り

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＩＣＴを活用した戦術の説明（科学技術高校）】 

 

 

○45スポーツ医・科学を有効活用したアスリート支援 

 

多くのアスリートや指導者がスポーツ医・科学の専門的な知識を深め、年代や

レベルに応じた適切な活用ができるよう、関係団体と連携して専門講習会を開催

するなど、スポーツ医・科学の有効活用を推進します。  
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＜施策９＞ 

 

選手の能力を引き出す指導者の資質向上 
 

 
 

講習会や研修会を受講することにより、指導者が専門性を高め、年代

やレベルに応じた適切な指導ができ、選手の能力を引き出す指導者の育

成を図ります。 
 

 

 

○46国内外のトップクラス指導者の招聘 

 

将来を見据えた継続的な指導体制を構築するため、強化練習・強化合宿におい

て、トップレベルの指導法を学ぶ研修会などを実施したり、各年代の指導者交流

を活発に行ったり、指導技術や選手の情報を共有することで、心身の発達段階に

配慮できる指導者を養成します。 

 

 

○47上級コーチ等の指導者資格取得、専門研修会への参加支援 

 

国民体育大会に監督として参加するには、（公財）日本スポーツ協会及び中央競

技団体が指定する上級コーチなどの指導資格を有することが条件となっているた

め、中央競技団体が行う講習会や研修会に指導者が受講することを支援し、専門

性を高め、資質の向上を図ります。また、競技団体と連携して、ライセンス保持

者のリフレッシュ研修の充実など、指導者が常に情報を更新していくことができ

る環境を整備し、指導者の資質向上を図ります。 
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○48ジュニア期のスポーツ・インテグリティ＊の基盤整備 

 

ジュニア選手の健全な心身の発達を図るため、スポーツ関係団体と連携し、ド

ーピング防止活動・ライフスキル教育等の研修会を開催するなど、フェアプレイ

の精神を育むとともに、スポーツ・インテグリティ（誠実性・健全性・高潔性）

の基盤の整備を推進します。 

 

＊「スポーツ・インテグリティ」 

ドーピング、八百長、違法賭博、暴力、ハラスメント、差別、団体ガバナンスの欠如等の不正がない状

態であり、スポーツに携わる者が自らの規範意識に基づいて誠実に行動することにより実現されるもの

として、国際的に重視されている概念である。 

 

 

○49スポーツ医・科学研究の成果の活用 

 

大学や市町等と連携し、選手のフィジカルデータ等を強化プログラムで活用し

ている取組例の紹介や、競技力向上に役立つ情報、スポーツ医・科学研究の成果

等を競技関係者にフィードバックするとともにスポーツ合宿誘致のツールとして

活用を図ります。 

 

 

○50ＩＣＴを活用した指導力の向上 

 

大学や企業等と連携し、科学的根拠に基づく競技力向上を図るため、動作解析

ソフトを用いた指導実践やＩＣＴを活用した効果的な練習方法を普及し、指導力

の向上を図ります。 
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＜施策10＞ 

 

競技力を活用した機運醸成 
 

 
 

国際的なイベント後も継続的に国内外からの交流人口の拡大やスポー

ツ産業の振興を推進し、地域の活性化を図ります。 
 

 

 

○51東京2020オリンピック・パラリンピック開催記念イベント 

 

本県でのオリパラ自転車競技開催による盛り上がりを継続し、次回パリ大会に

向けて更なる機運を高めるため、記念イベント等を開催します。 

 

 

○52オリンピック・パラリンピック教育の活用【再掲】 

 

子供のスポーツに対する興味・関心を高めるため、オリンピアン、パラリンピ

アン等による講演や実技指導等のオリンピック・パラリンピック教育の活用に努

めます。 

 

 

○53ラグビー文化の醸成 

 

ラグビーワールドカップのレガシーを継承するため、小笠山総合運動公園を核

として、大会や合宿の誘致、ラグビー教育の推進など、ラグビーの聖地づくりに

取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

【ラグビー教育レガシー推進事業】  
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柱４ 障害の有無にかかわらないスポーツ振興 

全ての人々が、誰でもスポーツに関心を持ち、親しむことができるよう、社会全体で積極的

に環境を整備し、障害者スポーツの振興を図ります。 

 

目

標 

静岡県障害者スポーツ大会への参加者数 

（2019年度）2,902人・（2020年度）454人 ➡ （毎年度）3,000人 

※県障害者スポーツ大会（わかふじスポーツ大会）への参加者数（(公財）静岡県障害者スポーツ協会調査） 

 

 

＜施策11＞ 

 

障害者スポーツの裾野拡大 
 

 

障害のある人もない人も共にスポーツを楽しむことができる機会を拡

大し、障害者スポーツの裾野の拡大に取り組みます。 
 

 

 

○54障害のある人が安全にスポーツを行うためのニーズ把握 

 

障害のある人が安全にスポーツを行うことができる環境を整備するため、スポ

ーツ施設や指導者に対する障害のある人のニーズ把握に努めます。 

 

 

○55障害者スポーツに親しむ機会の提供 

 

障害のある人のスポーツ推進を図るため、（公財）静岡県障害者スポーツ協会と

連携して、障害者スポーツ教室の開催、県大会の開催、全国大会への選手団の派

遣等の事業に取り組みます。 
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○56障害者スポーツの指導者の育成・活用 

 

障害のある人のスポーツ活動の充実を図るため、（公財）静岡県障害者スポーツ

協会と連携し、健康や安全管理に配慮した指導を行う「初級障がい者スポーツ指

導員」の養成に努めます。 

また、障がい者スポーツ指導員の活用について関係団体等と検討します。 

 

 

○57特別支援学校生徒と地域スポーツ関係者との連携 

 

特別支援学校において、障害のある生徒が、障害の種別及び程度に応じ、自主

的かつ積極的に学校体育活動ができるよう地域のスポーツ関係者との連携を促進

するなど環境の整備に努めます。 

 

 

○58障害のある人とない人が一緒にスポーツに参加する機会の提供 

 

スポーツを通じて、障害のある人への理解、共感、敬意を備えた地域社会を実

現するため、障害のある人とない人が一緒に参加できるスポーツ教室等の機会の

拡大に努めます。 

 

 

○59障害者スポーツ応援隊の活用 

 

障害者スポーツへの理解を深め、障害の有無によって分け隔てられることのな

い共生社会の実現を目指すため、特別支援学校、小中学校等にパラリンピック出

場者を派遣して講演会や実技指導等を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【わかふじスポーツ大会水泳競技】  【障害者スポーツ応援隊佐藤友祈選手】  
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＜施策12＞ 

 

パラアスリートの発掘・育成・支援 
 

 

パラアスリートの活躍は障害のある人の自立や社会参加を促す大きな

力となることから、パラリンピック種目などの競技性の高い障害者スポ

ーツの競技力向上のため、アスリートの発掘・育成・強化の支援に努め

ます。 
 

 

 

○60パラリンピック、デフリンピックなどで活躍する選手の支援 

 

パラアスリートの活躍は障害のある人の自立や共生社会実現に向けて、大きな

力となることから、パラリンピック・デフリンピックなどの国際大会等で活躍す

る選手の育成・強化を支援します。 

 

 

○61競技力向上を目的とする強化練習会、合宿等の支援 

 

パラアスリートの競技力向上を目的として、中・上級者向けの強化練習会を開

催するとともに、全国障害者スポーツ大会において、参加選手が活躍するよう、

事前に合宿を開催するほか、関係団体等と強化方法を検討するなど、パラアスリ

ートを支援します。 
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○62パラアスリート発掘のための体験会の開催 

 

障害者スポーツの次世代を担うパラアスリートを発掘するため、リハビリ施設

等において、パラリンピック等の競技スポーツを体験する機会を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【静岡県ブレードランニングクリニック】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【パラスポーツ体験会（タンデム自転車練習会）】 

 

 

○63全国障害者スポーツ大会への選手団の派遣の支援 

 

（公財）障害者スポーツ協会と連携し、全国障害者スポーツ大会への選手団の

派遣を継続的に行うことにより、選手強化、競技人口拡大に繋げ、障害のある人

のスポーツの推進を図ります。 
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指 標 

 

基本方針３ 

 地域特性を活かしたスポーツによる地域と経済の活性化 

 

 

 

 

県内施設・大会等でスポーツをする人、みる人の人数 

現状値 2019年度14,344,670人 

現状値 2020年度 8,861,764人 

※県内主要スポーツ施設の利用者、スポーツイベントの参加者、県内で開催されるプロスポーツや国

際大会などの観戦者の合計人数（県スポーツ局調査） 

 

 

柱５ スポーツによる交流促進 

ラグビーワールドカップ2019や、東京2020オリンピック・パラリンピックの本県開催の実績

を活かすと共に、長い海岸線や富士山麓の自然環境等の県内の地域資源を活用した多様なスポ

ーツ交流やスポーツ産業の振興を推進し、交流の促進を図ります。 

 

目

標 

サイクリング県モデルルート数 

（2019年度）４ルート・（2020年度）４ルート ➡ (2026年度)７ルート 

※県内の国認定サイクリングモデルルート数 

目

標 

主催、共催、後援したスポーツ大会数 

（2019年度）147件・（2020年度）75件 ➡ (2025年度)150件 

※スポーツ局において主催、共催、後援するスポーツ大会を集計（スポーツ政策課調査） 

  

➡ 目標値（2025年度）15,000,000 人 
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＜施策13＞ 

 

スポーツを通じた多様な交流の促進 
 

 

県内各地で展開される様々なスポーツイベントや大会などを通じて、

人々の多様な交流を促進し、地域と経済の活性化につなげます。 
 

 

 

○64「サイクルスポーツの聖地」を目指す取組の推進 

 

東京2020オリンピック・パラ

リンピック自転車競技の本県開

催を契機に、本県を国内外のサ

イクリストを惹きつける地域と

するため、「サイクルスポーツ

の聖地」を目指す取組を推進し

ます。 

【サイクルスポーツの聖地創造会議】 

 

 

○65地域の資源を活用したスポーツ交流の推進 

 

富士山女子駅伝をはじめとした地域に根ざしたスポーツイベントを開催・支援

すると共に、ＳＮＳなどのツールを活用して情報発信することにより、地域の交

流促進や認知度向上に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【富士山女子駅伝】（提供：富士市）  
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【静波サーフスタジアム 

オープニングセレモニー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○66スポーツ産業振興協議会の支援 

 

新たなスポーツ関連事業の創出を目的として、産学民官によって設立されたス

ポーツ産業振興協議会の活動を支援し、会員によるスポーツ資源を活用した新サ

ービス、新商品の開発等を促進します。 

 

 

○67テーマ性を持ったツーリズムの推進 

 

富士山をはじめとする自然など、本県の魅力ある観光資源を活用したアドベンチ

ャーツーリズムやサイクルツーリズムなどを推進し、県内への来訪や滞在を促進し

ます。 

 

 

○68自転車競技国際大会等開催に向けた準備 

 

ロード、トラック、ＭＴＢ等自転車競技のワールドカップ等の国際競技大会の

開催に向け、ステップアップ大会等の開催に取り組みます。 
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○69国際ロードレース大会創設に向けた取組 

 

自転車競技（東京2020オリンピック・パラリンピックのロード）会場である富

士スピードウェイを含むロードコースを活用し、既存大会(Tour of Japan等)の活

用等により国際ロードレース大会創設に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2021ツアー・オブ・ジャパン富士山ステージ(第１ステージ)】 

 

 

○70プロスポーツチーム等との連携 

 

県内で活躍するプロスポーツチーム等と連携したネットワークを構築し、県内

のスポーツへの関心を高めるため情報発信・賑わい創出等に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2021（令和３）年度静岡県スポーツチーム連携ポスター】 

  



第４章 具体的な施策の展開 

基本方針３ 地域特性を活かしたスポーツによる地域と経済の活性化 

49 

0 

 

柱６ 交流を促進するための体制整備 

ラグビーワールドカップ2019及び東京2020オリンピック・パラリンピックといった大規模ス

ポーツイベントの開催の実績を継承し、スポーツ大会、合宿の誘致等を推進するための体制整

備に取り組みます。 

 

目

標 

スポーツボランティア登録数 

（2021年度）353人 ➡ （2025年度）600人 

※（仮称）静岡県スポーツボランティアの登録者数 

（ラグビーワールドカップ2019、東京2020オリ・パラボランティアを対象としてアンケート調査実施）（オリパラ課調査） 

 

 

＜施策14＞ 

 

スポーツコミッションによる地域活性化の推進 
 

 

本県の目指す「スポーツの聖地」の実現を強力に推進するために、全

県を対象としたスポーツによる地域の活性化に取り組む「スポーツコミ

ッション」の設立を進めます。 
 

 

 

○71スポーツコミッションの設置に向けた準備 

 

テーマ性を持ち、地域の民間企業や自治体が協働できる魅力ある大会を開催す

る体制を整備し、地域と経済の活性化を図ります。 

 

 

○72スポーツボランティア活動への参加の促進 

 

スポーツを通じて、県民の社会貢献活動への参画意欲を高めるため、ラグビー

ワールドカップ2019や東京2020オリンピック・パラリンピックで活躍したボラン

ティアを中心に情報提供等を通してスポーツイベント運営支援のためのボランテ

ィア活動への参加を促すなど、スポーツを支える活動への参加を促進します。 
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○73 大規模国際スポーツイベントを契機とした交流継続のための支援 

 

多様な国・地域との国際交流等を継続的に実施するため、ラグビーワールドカ

ップ2019や東京2020オリンピック・パラリンピックの事前キャンプを受入れた市

町等の取組を支援します。 

 

【袋井市アイルランドチーム事前キャンプ受入】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【御殿場市イタリアチーム事後交流受入】 

 

○74サイクルスポーツセンターの 

自転車トレーニングヴィレッジとしての活用の促進   

 

日本サイクルスポーツセンターの自転車トレーニングヴィレッジ化を目指し、

自転車競技強化・育成拠点としての地位確立や自転車競技大会等の開催などレガ

シー継承に取り組みます。 

 

 

○75小笠山総合運動公園の利活用によるスポーツ合宿等の推進 

 

各競技団体と連携し、トップレベルの競技会を開催することにより、小笠山総

合運動公園の能力を全国に示すと共に、各レベルの大会・合宿誘致等に繋げます。 
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指標・目標一覧 

 実績年度 目標年度 

基本方針１ スポーツによる健康づくりの推進 

  
成人の週１回以上のスポーツ実施率 

(2019年)  54.5％ （毎年度） 

70％ (2020年)  57.7％ 

 
 成人女性の週１回以上のスポーツ実施率 

(2019年)  52.8％ (毎年度) 

70％ (2020年)  51.5％ 

 柱１ 幅広い世代への生涯スポーツ振興 

 
 多様な年代が参加できるスポーツイベント数 

(2019年)   422回 (毎年度) 

440回 (2020年)   172回 

 
 新体力テストの記録が全国平均を上回る割合 

(2019年)   59.3％ (毎年度) 

100％ (2020年)   65.7％ 

 柱２ スポーツ施設の整備と利活用の促進 

 
 

県立スポーツ施設（県武道館、県立水泳場、県富

士水泳場）利用者数 

(2019年) 532,792人 （毎年度） 

600,000人 (2020年) 278,387人 

 
 県営都市公園運動施設利用者数 

(2019年)2,230,785人 (毎年度) 

2,220,000人 (2020年) 741,940人 

基本方針２ スポーツ文化の醸成とスポーツを通じた共生社会の実現 

 
 

する、みる、支えるのいずれかの形でスポーツに

親しんだ県民の割合 

(2019年)  92.6％ (2025年) 

90.2％以上 (2020年)  90.2％ 

 柱３ トップアスリートの活躍によるスポーツへの関心喚起と理解促進 

 
 

ＪＯＣオリンピック強化指定選手･ＪＰＣパラリン

ピック等強化指定選手中の静岡県関係選手の割合 

(2019年)   2.7％ （毎年度） 

3.0％ (2020年)   2.9％ 

 
 国民体育大会への出場種目数 

(2019年)  230種目 （毎年度） 

231種目 (2020年)   延 期 

 
 

日本スポーツ協会登録コーチ３、４（旧公認コー

チ）数 

(2019年累計) 997人 （2025年累計） 

1,300人 (2020年累計)1,088人 

 柱４ 障害の有無にかかわらないスポーツ振興 

 
 静岡県障害者スポーツ大会への参加者数 

(2019年)  2,902人 （毎年度） 

3,000人 (2020年)   454人 

基本方針３ 地域特性を活かしたスポーツによる地域と経済の活性化 

 
 

県内施設・大会等でスポーツをする人、みる人の

人数 

(2019年)14,344,670人 (2025年) 

15,000,000人 (2020年) 8,861,764人 

 柱５ スポーツによる交流促進 

 
 サイクリング県モデルルート数 

(2019年)  ４ルート (2026年) 

７ルート (2020年)  ４ルート 

 
 主催、共催、後援したスポーツ大会数 

(2019年)    147件 (2025年) 

150件 (2020年)    75件 

 柱６ 交流を促進するための体制整備 

 
 スポーツボランティア登録数 (2021年)    353人 

（2025年） 

600人 
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スポーツ基本法（平成23年法律第78号） 

 

 スポーツ振興法（昭和三十六年法律第百四十一号）の全部を改正する。 

目次 

 前文 

 第一章 総則（第一条―第八条） 

 第二章 スポーツ基本計画等（第九条・第十条） 

 第三章 基本的施策 

  第一節 スポーツの推進のための基礎的条件の整備等（第十一条―第二十

条） 

  第二節 多様なスポーツの機会の確保のための環境の整備（第二十一条―第

二十四条） 

  第三節 競技水準の向上等（第二十五条―第二十九条） 

 第四章 スポーツの推進に係る体制の整備（第三十条―第三十二条） 

 第五章 国の補助等（第三十三条―第三十五条） 

 附則 

 スポーツは、世界共通の人類の文化である。 

 スポーツは、心身の健全な発達、健康及び体力の保持増進、精神的な充足感の

獲得、自律心その他の精神の涵(かん)養等のために個人又は集団で行われる運動

競技その他の身体活動であり、今日、国民が生涯にわたり心身ともに健康で文化

的な生活を営む上で不可欠のものとなっている。スポーツを通じて幸福で豊かな

生活を営むことは、全ての人々の権利であり、全ての国民がその自発性の下に、

各々の関心、適性等に応じて、安全かつ公正な環境の下で日常的にスポーツに親

しみ、スポーツを楽しみ、又はスポーツを支える活動に参画することのできる機

会が確保されなければならない。 

 スポーツは、次代を担う青少年の体力を向上させるとともに、他者を尊重しこ

れと協同する精神、公正さと規律を尊ぶ態度や克己心を培い、実践的な思考力や

判断力を育む等人格の形成に大きな影響を及ぼすものである。 

 また、スポーツは、人と人との交流及び地域と地域との交流を促進し、地域の

一体感や活力を醸成するものであり、人間関係の希薄化等の問題を抱える地域社

会の再生に寄与するものである。さらに、スポーツは、心身の健康の保持増進に

も重要な役割を果たすものであり、健康で活力に満ちた長寿社会の実現に不可欠

である。 

 スポーツ選手の不断の努力は、人間の可能性の極限を追求する有意義な営みで

あり、こうした努力に基づく国際競技大会における日本人選手の活躍は、国民に

誇りと喜び、夢と感動を与え、国民のスポーツへの関心を高めるものである。こ
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れらを通じて、スポーツは、我が国社会に活力を生み出し、国民経済の発展に広

く寄与するものである。また、スポーツの国際的な交流や貢献が、国際相互理解

を促進し、国際平和に大きく貢献するなど、スポーツは、我が国の国際的地位の

向上にも極めて重要な役割を果たすものである。 

 そして、地域におけるスポーツを推進する中から優れたスポーツ選手が育ま

れ、そのスポーツ選手が地域におけるスポーツの推進に寄与することは、スポー

ツに係る多様な主体の連携と協働による我が国のスポーツの発展を支える好循環

をもたらすものである。 

 このような国民生活における多面にわたるスポーツの果たす役割の重要性に鑑

み、スポーツ立国を実現することは、二十一世紀の我が国の発展のために不可欠

な重要課題である。 

 ここに、スポーツ立国の実現を目指し、国家戦略として、スポーツに関する施

策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

   第一章 総則 

 （目的） 

第一条 この法律は、スポーツに関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共

団体の責務並びにスポーツ団体の努力等を明らかにするとともに、スポーツに関

する施策の基本となる事項を定めることにより、スポーツに関する施策を総合的

かつ計画的に推進し、もって国民の心身の健全な発達、明るく豊かな国民生活の

形成、活力ある社会の実現及び国際社会の調和ある発展に寄与することを目的と

する。 

 （基本理念） 

第二条 スポーツは、これを通じて幸福で豊かな生活を営むことが人々の権利で

あることに鑑み、国民が生涯にわたりあらゆる機会とあらゆる場所において、自

主的かつ自律的にその適性及び健康状態に応じて行うことができるようにするこ

とを旨として、推進されなければならない。 

２ スポーツは、とりわけ心身の成長の過程にある青少年のスポーツが、体力を

向上させ、公正さと規律を尊ぶ態度や克己心を培う等人格の形成に大きな影響を

及ぼすものであり、国民の生涯にわたる健全な心と身体を培い、豊かな人間性を

育む基礎となるものであるとの認識の下に、学校、スポーツ団体（スポーツの振

興のための事業を行うことを主たる目的とする団体をいう。以下同じ。）、家庭

及び地域における活動の相互の連携を図りながら推進されなければならない。 

３ スポーツは、人々がその居住する地域において、主体的に協働することによ

り身近に親しむことができるようにするとともに、これを通じて、当該地域にお

ける全ての世代の人々の交流が促進され、かつ、地域間の交流の基盤が形成され

るものとなるよう推進されなければならない。 
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４ スポーツは、スポーツを行う者の心身の健康の保持増進及び安全の確保が図

られるよう推進されなければならない。 

５ スポーツは、障害者が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよ

う、障害の種類及び程度に応じ必要な配慮をしつつ推進されなければならない。 

６ スポーツは、我が国のスポーツ選手（プロスポーツの選手を含む。以下同

じ。）が国際競技大会（オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会その他

の国際的な規模のスポーツの競技会をいう。以下同じ。）又は全国的な規模のス

ポーツの競技会において優秀な成績を収めることができるよう、スポーツに関す

る競技水準（以下「競技水準」という。）の向上に資する諸施策相互の有機的な

連携を図りつつ、効果的に推進されなければならない。 

７ スポーツは、スポーツに係る国際的な交流及び貢献を推進することにより、

国際相互理解の増進及び国際平和に寄与するものとなるよう推進されなければな

らない。 

８ スポーツは、スポーツを行う者に対し、不当に差別的取扱いをせず、また、

スポーツに関するあらゆる活動を公正かつ適切に実施することを旨として、ドー

ピングの防止の重要性に対する国民の認識を深めるなど、スポーツに対する国民

の幅広い理解及び支援が得られるよう推進されなければならない。 

 （国の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、スポ

ーツに関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

 （地方公共団体の責務） 

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、スポーツに関する施策に関し、

国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策

定し、及び実施する責務を有する。 

 （スポーツ団体の努力） 

第五条 スポーツ団体は、スポーツの普及及び競技水準の向上に果たすべき重要

な役割に鑑み、基本理念にのっとり、スポーツを行う者の権利利益の保護、心身

の健康の保持増進及び安全の確保に配慮しつつ、スポーツの推進に主体的に取り

組むよう努めるものとする。 

２ スポーツ団体は、スポーツの振興のための事業を適正に行うため、その運営

の透明性の確保を図るとともに、その事業活動に関し自らが遵守すべき基準を作

成するよう努めるものとする。 

３ スポーツ団体は、スポーツに関する紛争について、迅速かつ適正な解決に努

めるものとする。 
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 （国民の参加及び支援の促進） 

第六条 国、地方公共団体及びスポーツ団体は、国民が健やかで明るく豊かな生

活を享受することができるよう、スポーツに対する国民の関心と理解を深め、ス

ポーツへの国民の参加及び支援を促進するよう努めなければならない。 

 （関係者相互の連携及び協働） 

第七条 国、独立行政法人、地方公共団体、学校、スポーツ団体及び民間事業者

その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協働す

るよう努めなければならない。 

 （法制上の措置等） 

第八条 政府は、スポーツに関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又

は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。 

   第二章 スポーツ基本計画等 

 （スポーツ基本計画） 

第九条 文部科学大臣は、スポーツに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図

るため、スポーツの推進に関する基本的な計画（以下「スポーツ基本計画」とい

う。）を定めなければならない。 

２ 文部科学大臣は、スポーツ基本計画を定め、又はこれを変更しようとすると

きは、あらかじめ、審議会等（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）

第八条に規定する機関をいう。以下同じ。）で政令で定めるものの意見を聴かな

ければならない。 

３ 文部科学大臣は、スポーツ基本計画を定め、又はこれを変更しようとすると

きは、あらかじめ、関係行政機関の施策に係る事項について、第三十条に規定す

るスポーツ推進会議において連絡調整を図るものとする。 

 （地方スポーツ推進計画） 

第十条 都道府県及び市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会（地方

教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号）第二十

四条の二第一項の条例の定めるところによりその長がスポーツに関する事務（学

校における体育に関する事務を除く。）を管理し、及び執行することとされた地

方公共団体（以下「特定地方公共団体」という。）にあっては、その長）は、ス

ポーツ基本計画を参酌して、その地方の実情に即したスポーツの推進に関する計

画（以下「地方スポーツ推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

2 特定地方公共団体の長が地方スポーツ推進計画を定め、又はこれを変更しよ

うとするときは、あらかじめ、当該特定地方公共団体の教育委員会の意見を聴か

なければならない。 



資料編 

 

 

 

57 

   第三章 基本的施策 

    第一節 スポーツの推進のための基礎的条件の整備等 

 （指導者等の養成等） 

第十一条 国及び地方公共団体は、スポーツの指導者その他スポーツの推進に寄

与する人材（以下「指導者等」という。）の養成及び資質の向上並びにその活用

のため、系統的な養成システムの開発又は利用への支援、研究集会又は講習会

（以下「研究集会等」という。）の開催その他の必要な施策を講ずるよう努めな

ければならない。 

 （スポーツ施設の整備等） 

第十二条 国及び地方公共団体は、国民が身近にスポーツに親しむことができる

ようにするとともに、競技水準の向上を図ることができるよう、スポーツ施設

（スポーツの設備を含む。以下同じ。）の整備、利用者の需要に応じたスポーツ

施設の運用の改善、スポーツ施設への指導者等の配置その他の必要な施策を講ず

るよう努めなければならない。 

２ 前項の規定によりスポーツ施設を整備するに当たっては、当該スポーツ施設

の利用の実態等に応じて、安全の確保を図るとともに、障害者等の利便性の向上

を図るよう努めるものとする。 

 （学校施設の利用） 

第十三条 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第二条第二項に規定する

国立学校及び公立学校の設置者は、その設置する学校の教育に支障のない限り、

当該学校のスポーツ施設を一般のスポーツのための利用に供するよう努めなけれ

ばならない。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の利用を容易にさせるため、又はその利用上の

利便性の向上を図るため、当該学校のスポーツ施設の改修、照明施設の設置その

他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

 （スポーツ事故の防止等） 

第十四条 国及び地方公共団体は、スポーツ事故その他スポーツによって生じる

外傷、障害等の防止及びこれらの軽減に資するため、指導者等の研修、スポーツ

施設の整備、スポーツにおける心身の健康の保持増進及び安全の確保に関する知

識（スポーツ用具の適切な使用に係る知識を含む。）の普及その他の必要な措置

を講ずるよう努めなければならない。 

 （スポーツに関する紛争の迅速かつ適正な解決） 

第十五条 国は、スポーツに関する紛争の仲裁又は調停の中立性及び公正性が確
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保され、スポーツを行う者の権利利益の保護が図られるよう、スポーツに関する

紛争の仲裁又は調停を行う機関への支援、仲裁人等の資質の向上、紛争解決手続

についてのスポーツ団体の理解の増進その他のスポーツに関する紛争の迅速かつ

適正な解決に資するために必要な施策を講ずるものとする。 

 （スポーツに関する科学的研究の推進等） 

第十六条 国は、医学、歯学、生理学、心理学、力学等のスポーツに関する諸科

学を総合して実際的及び基礎的な研究を推進し、これらの研究の成果を活用して

スポーツに関する施策の効果的な推進を図るものとする。この場合において、研

究体制の整備、国、独立行政法人、大学、スポーツ団体、民間事業者等の間の連

携の強化その他の必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国は、我が国のスポーツの推進を図るため、スポーツの実施状況並びに競技

水準の向上を図るための調査研究の成果及び取組の状況に関する情報その他のス

ポーツに関する国の内外の情報の収集、整理及び活用について必要な施策を講ず

るものとする。 

 （学校における体育の充実） 

第十七条 国及び地方公共団体は、学校における体育が青少年の心身の健全な発

達に資するものであり、かつ、スポーツに関する技能及び生涯にわたってスポー

ツに親しむ態度を養う上で重要な役割を果たすものであることに鑑み、体育に関

する指導の充実、体育館、運動場、水泳プール、武道場その他のスポーツ施設の

整備、体育に関する教員の資質の向上、地域におけるスポーツの指導者等の活用

その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

 （スポーツ産業の事業者との連携等） 

第十八条 国は、スポーツの普及又は競技水準の向上を図る上でスポーツ産業の

事業者が果たす役割の重要性に鑑み、スポーツ団体とスポーツ産業の事業者との

連携及び協力の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 （スポーツに係る国際的な交流及び貢献の推進） 

第十九条 国及び地方公共団体は、スポーツ選手及び指導者等の派遣及び招へ

い、スポーツに関する国際団体への人材の派遣、国際競技大会及び国際的な規模

のスポーツの研究集会等の開催その他のスポーツに係る国際的な交流及び貢献を

推進するために必要な施策を講ずることにより、我が国の競技水準の向上を図る

よう努めるとともに、環境の保全に留意しつつ、国際相互理解の増進及び国際平

和に寄与するよう努めなければならない。 
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 （顕彰） 

第二十条 国及び地方公共団体は、スポーツの競技会において優秀な成績を収め

た者及びスポーツの発展に寄与した者の顕彰に努めなければならない。 

    第二節 多様なスポーツの機会の確保のための環境の整備 

 （地域におけるスポーツの振興のための事業への支援等） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、国民がその興味又は関心に応じて身近にス

ポーツに親しむことができるよう、住民が主体的に運営するスポーツ団体（以下

「地域スポーツクラブ」という。）が行う地域におけるスポーツの振興のための

事業への支援、住民が安全かつ効果的にスポーツを行うための指導者等の配置、

住民が快適にスポーツを行い相互に交流を深めることができるスポーツ施設の整

備その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

 （スポーツ行事の実施及び奨励） 

第二十二条 地方公共団体は、広く住民が自主的かつ積極的に参加できるような

運動会、競技会、体力テスト、スポーツ教室等のスポーツ行事を実施するよう努

めるとともに、地域スポーツクラブその他の者がこれらの行事を実施するよう奨

励に努めなければならない。 

２ 国は、地方公共団体に対し、前項の行事の実施に関し必要な援助を行うもの

とする。 

 （体育の日の行事） 

第二十三条 国及び地方公共団体は、国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法

律第百七十八号）第二条に規定する体育の日において、国民の間に広くスポーツ

についての関心と理解を深め、かつ、積極的にスポーツを行う意欲を高揚するよ

うな行事を実施するよう努めるとともに、広く国民があらゆる地域でそれぞれそ

の生活の実情に即してスポーツを行うことができるような行事が実施されるよ

う、必要な施策を講じ、及び援助を行うよう努めなければならない。 

 （野外活動及びスポーツ・レクリエーション活動の普及奨励）   

第二十四条 国及び地方公共団体は、心身の健全な発達、生きがいのある豊かな

生活の実現等のために行われるハイキング、サイクリング、キャンプ活動その他

の野外活動及びスポーツとして行われるレクリエーション活動（以下この条にお

いて「スポーツ・レクリエーション活動」という。）を普及奨励するため、野外

活動又はスポーツ・レクリエーション活動に係るスポーツ施設の整備、住民の交

流の場となる行事の実施その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならな

い。 
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    第三節 競技水準の向上等 

 （優秀なスポーツ選手の育成等） 

第二十五条 国は、優秀なスポーツ選手を確保し、及び育成するため、スポーツ

団体が行う合宿、国際競技大会又は全国的な規模のスポーツの競技会へのスポー

ツ選手及び指導者等の派遣、優れた資質を有する青少年に対する指導その他の活

動への支援、スポーツ選手の競技技術の向上及びその効果の十分な発揮を図る上

で必要な環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国は、優秀なスポーツ選手及び指導者等が、生涯にわたりその有する能力を

幅広く社会に生かすことができるよう、社会の各分野で活躍できる知識及び技能

の習得に対する支援並びに活躍できる環境の整備の促進その他の必要な施策を講

ずるものとする。 

 （国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会） 

第二十六条 国民体育大会は、公益財団法人日本体育協会（昭和二年八月八日に

財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。）、国

及び開催地の都道府県が共同して開催するものとし、これらの開催者が定める方

法により選出された選手が参加して総合的に運動競技をするものとする。 

２ 全国障害者スポーツ大会は、財団法人日本障害者スポーツ協会（昭和四十年

五月二十四日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法

人をいう。以下同じ。）、国及び開催地の都道府県が共同して開催するものと

し、これらの開催者が定める方法により選出された選手が参加して総合的に運動

競技をするものとする。 

３ 国は、国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会の円滑な実施及び運営に資

するため、これらの開催者である公益財団法人日本体育協会又は財団法人日本障

害者スポーツ協会及び開催地の都道府県に対し、必要な援助を行うものとする。 

 （国際競技大会の招致又は開催の支援等） 

第二十七条 国は、国際競技大会の我が国への招致又はその開催が円滑になされ

るよう、環境の保全に留意しつつ、そのための社会的気運の醸成、当該招致又は

開催に必要な資金の確保、国際競技大会に参加する外国人の受入れ等に必要な特

別の措置を講ずるものとする。 

２ 国は、公益財団法人日本オリンピック委員会（平成元年八月七日に財団法人

日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。）、財団法人日本

障害者スポーツ協会その他のスポーツ団体が行う国際的な規模のスポーツの振興

のための事業に関し必要な措置を講ずるに当たっては、当該スポーツ団体との緊

密な連絡を図るものとする。 
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 （企業、大学等によるスポーツへの支援） 

第二十八条  国は、スポーツの普及又は競技水準の向上を図る上で企業のスポー

ツチーム等が果たす役割の重要性に鑑み、企業、大学等によるスポーツへの支援

に必要な施策を講ずるものとする。 

 （ドーピング防止活動の推進） 

第二十九条  国は、スポーツにおけるドーピングの防止に関する国際規約に従っ

てドーピングの防止活動を実施するため、公益財団法人日本アンチ・ドーピング

機構（平成十三年九月十六日に財団法人日本アンチ・ドーピング機構という名称

で設立された法人をいう。）と連携を図りつつ、ドーピングの検査、ドーピング

の防止に関する教育及び啓発その他のドーピングの防止活動の実施に係る体制の

整備、国際的なドーピングの防止に関する機関等への支援その他の必要な施策を

講ずるものとする。 

   第四章 スポーツの推進に係る体制の整備 

 （スポーツ推進会議） 

第三十条 政府は、スポーツに関する施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を

図るため、スポーツ推進会議を設け、文部科学省及び厚生労働省、経済産業省、

国土交通省その他の関係行政機関相互の連絡調整を行うものとする。 

 （都道府県及び市町村のスポーツ推進審議会等） 

第三十一条 都道府県及び市町村に、地方スポーツ推進計画その他のスポーツの

推進に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議

会その他の合議制の機関（以下「スポーツ推進審議会等」という。）を置くこと

ができる。 

 （スポーツ推進委員） 

第三十二条 市町村の教育委員会（特定地方公共団体にあっては、その長）は、

当該市町村におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望が

あり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及び次項に規定する職務を行う

のに必要な熱意と能力を有する者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するものと

する。 

２ スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員

会規則（特定地方公共団体にあっては、地方公共団体の規則）の定めるところに

より、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するス

ポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うものとする。 

３ スポーツ推進委員は、非常勤とする。 
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   第五章 国の補助等 

 （国の補助） 

第三十三条 国は、地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定める

ところにより、次に掲げる経費について、その一部を補助する。 

 一 国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会の実施及び運営に要する経費で

あって、これらの開催地の都道府県において要するもの 

 二 その他スポーツの推進のために地方公共団体が行う事業に要する経費であ

って特に必要と認められるもの 

２ 国は、学校法人に対し、その設置する学校のスポーツ施設の整備に要する経

費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。この場

合においては、私立学校振興助成法（昭和五十年法律第六十一号）第十一条から

第十三条までの規定の適用があるものとする。 

３ 国は、スポーツ団体であってその行う事業が我が国のスポーツの振興に重要

な意義を有すると認められるものに対し、当該事業に関し必要な経費について、

予算の範囲内において、その一部を補助することができる。 

 （地方公共団体の補助） 

第三十四条 地方公共団体は、スポーツ団体に対し、その行うスポーツの振興の

ための事業に関し必要な経費について、その一部を補助することができる。 

 （審議会等への諮問等） 

第三十五条 国又は地方公共団体が第三十三条第三項又は前条の規定により社会

教育関係団体（社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号）第十条に規定する社

会教育関係団体をいう。）であるスポーツ団体に対し補助金を交付しようとする

場合には、あらかじめ、国にあっては文部科学大臣が第九条第二項の政令で定め

る審議会等の、地方公共団体にあっては教育委員会（特定地方公共団体における

スポーツに関する事務（学校における体育に関する事務を除く。）に係る補助金

の交付については、その長）がスポーツ推進審議会等その他の合議制の機関の意

見を聴かなければならない。この意見を聴いた場合においては、同法第十三条の

規定による意見を聴くことを要しない。 

 附則 

 （施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令

で定める日から施行する。 
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 （スポーツに関する施策を総合的に推進するための行政組織の在り方の検討） 

第二条 政府は、スポーツに関する施策を総合的に推進するため、スポーツ庁及

びスポーツに関する審議会等の設置等行政組織の在り方について、政府の行政改

革の基本方針との整合性に配慮して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置

を講ずるものとする。 

 （スポーツの振興に関する計画に関する経過措置） 

第三条 この法律の施行の際現に改正前のスポーツ振興法第四条の規定により策

定されている同条第一項に規定するスポーツの振興に関する基本的計画又は同条

第三項に規定するスポーツの振興に関する計画は、それぞれ改正後のスポーツ基

本法第九条又は第十条の規定により策定されたスポーツ基本計画又は地方スポー

ツ推進計画とみなす。 

 （スポーツ推進委員に関する経過措置） 

第四条 この法律の施行の際現に改正前のスポーツ振興法第十九条第一項の規定

により委嘱されている体育指導委員は、改正後のスポーツ基本法第三十二条第一

項の規定により委嘱されたスポーツ推進委員とみなす。 

 （地方税法の一部改正） 

第五条 地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）の一部を次のように改正

する。 

  第七十五条の三第一号中「スポーツ振興法（昭和三十六年法律第百四十一

号）第六条第一項」を「スポーツ基本法（平成二十三年法律第七十八号）第二十

六条第一項」に改める。 

 （放送大学学園法の一部改正） 

第六条 放送大学学園法（平成十四年法律第百五十六号）の一部を次のように改

正する。 

  第十七条第四号中「スポーツ振興法（昭和三十六年法律第百四十一号）第二

十条第二項」を「スポーツ基本法（平成二十三年法律第七十八号）第三十三条第

二項」に改める。 

 （沖縄科学技術大学院大学学園法の一部改正） 

第七条 沖縄科学技術大学院大学学園法（平成二十一年法律第七十六号）の一部

を次のように改正する。 

  第二十条第四号中「スポーツ振興法（昭和三十六年法律第百四十一号）第二

十条第二項」を「スポーツ基本法（平成二十三年法律第七十八号）第三十三条第

二項」に改める。 
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プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ファミリー・プレイ・プログラム】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ファミリー・チャレンジ・プログラム】  
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【ふじのくに運動あそびプログラム 

（１～３歳児）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ふじのくに運動あそびプログラム 

（３～５歳児）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


